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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電可能な電子機器における温度検出装置において、
　電源出力の制御が可能な電源手段と、
　抵抗値の異なる複数の温度検出用抵抗と、
　前記複数の温度検出用抵抗のうち１つを選択する切替手段と、
　温度により抵抗値が変化する温度センサと前記切替手段で選択された前記温度検出用抵
抗とにより前記電源手段の出力電圧を分圧して周囲温度に応じた電圧を得る温度検出手段
と、
　前記電源手段の電源出力を変化させると共に前記切替手段で前記複数の温度検出用抵抗
に対する切り替えを行うことにより、充電時は前記温度検出手段の温度検出範囲を第１の
温度範囲に設定し、非充電時は前記温度検出手段の温度検出範囲を前記第１の温度範囲と
異なる第２の温度範囲に設定し、前記温度検出手段の検出値に応じて前記電子機器本体を
制御する制御手段と、
　を備える温度検出装置。
【請求項２】
　前記第２の温度範囲は、前記第１の温度範囲を超える値である請求項１に記載の温度検
出装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の温度検出装置であって、
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　前記温度検出手段で得られた電圧と所定の基準値とを比較し、前記温度検出手段で得ら
れた電圧が前記基準値を超える場合に所定の出力状態となる比較手段を、備え、
　前記制御手段は、前記比較手段の出力が前記所定の出力状態となった場合に前記電子機
器本体を制御する温度検出装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記比較手段の出力が前記所定の出力状態となった場合にリセット信
号を前記電子機器本体に与える請求項３に記載の温度検出装置。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２記載の温度検出装置であって、
　前記温度検出手段で得られた電圧と所定の基準値とを比較し、前記温度検出手段で得ら
れた電圧が前記基準値を超える場合に所定の出力状態となる比較手段と、
　前記比較手段が所定の出力状態を継続する時間をカウントし、その継続時間が所定の時
間を超えると出力状態が変化するカウント手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記カウント手段の出力が変化した場合に前記電子機器本体を制御す
る温度検出装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記カウント手段の出力が変化した場合にリセット信号を前記電子機
器本体に与える請求項５に記載の温度検出装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の温度検出装置を備える携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度検出を行うための温度検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特に携帯電話において、電源の出力端子のショートなどが原因で過度な電流が流
れ、それによる機器本体の発熱が問題となっている。多機能化が進む携帯電話は、機能の
追加に伴い内部の電源部の数が増加し、かつ各電源部の電流容量は大きくなる一方である
。そのため、電源部の数の増加により出力端子のショートの可能性が増し、電流容量の増
加により過電流となった場合の発熱量が増してきている。このような現状より、温度検出
に対する対策が急務となっている。
【０００３】
　従来、温度検出を行う温度検出装置として、電源部より給電された電圧をサーミスタと
温度検出用抵抗による分圧値を検出する構成を採るものや、ある特定の部品の温度を検出
してそれに応じて制御する構成を採るものがある（例えば、特許文献１参照）
【０００４】
　図８は、前者の構成を採る従来の携帯電話の温度検出装置の概略構成を示すブロック図
である。この図において、温度検出装置１は、電源部２と、温度検出用抵抗３と、サーミ
スタ４と、マイクロコンピュータ（以下、マイコンと呼ぶ）５と、Ａ／Ｄ変換部６とから
構成されている。電源部２はマイコン５によってオン／オフ制御される。電源部２は、温
度検出時にマイコン５の制御によりオンとなり、温度検出用抵抗３とサーミスタ４に電圧
を給電する。サーミスタ４は、温度によりその抵抗値が変化する（温度の上昇と共に抵抗
値が減少する）半導体素子であり、サーミスタ４と温度検出用抵抗３とによる分圧電圧が
サーミスタ４の周囲温度により決定される電圧値を示す。温度検出用抵抗３とサーミスタ
４による分圧電圧は、Ａ／Ｄ変換部６にてディジタル値に変換されて、マイコン５に入力
される。マイコン５は、Ａ／Ｄ変換部６より入力されたディジタル値により示される温度
に応じて携帯電話本体１０を制御する。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１９１５５６号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の温度検出装置においては、充電時の温度検出を行うのみ
で、非充電時の温度検出は行っておらず、例えば非充電時の過電流時における異常温度検
出に用いようとすると、温度検出範囲を充電時に合わせていることから、検出温度が不適
切な値になってしまい、正しい温度制御ができないという問題がある。つまり、充電時の
温度検出は、電池の保護のために約０～５０℃程度の温度範囲を検出するのみであり、異
常時はその温度範囲を超えてしまうことがある。温度の検出範囲は、温度検出用抵抗３と
サーミスタ４の各抵抗値により決まるが、充電時に必要とされる温度検出範囲と非充電時
の異常温度検出に必要とされる温度検出範囲が往々にて異なることが多く、このため、い
ずれか一方の温度検出範囲に特化するか、もしくは温度検出精度を犠牲にしていずれも対
応可能な抵抗値を設定することになる。このように、従来の温度検出装置では、充電時の
温度検出と非充電時の異常温度検出を精度良く両立することが困難である。
【０００７】
　また、マイコン５がＡ／Ｄ変換部６より得られる値を用いて電源部２を制御する構成で
あるため、マイコン５が暴走した場合は制御不能となる可能性があるという問題もある。
【０００８】
　また、特定の部品の温度を検出して、それに応じて制御を行う構成を採ったものでは、
その特定の部品の温度異常しか検出できないため、別の箇所で故障が発生して温度異常と
なった場合の制御が不可能である。つまり、ある特定の部品の温度を監視することしかで
きず、全体の温度管理を行うことが困難なため、別の箇所で故障が発生して温度異常とな
った場合の制御が不可能である。
【０００９】
　本発明は、係る事情に鑑みてなされたものであり、充電時の温度検出と非充電時の異常
温度検出を共に高精度で行うことができ、またマイコン等の制御手段が暴走しても制御不
能に陥るのを防止することができる温度検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
（１）　充電可能な電子機器における温度検出装置において、電源出力の制御が可能な電
源手段と、抵抗値の異なる複数の温度検出用抵抗と、前記複数の温度検出用抵抗のうち１
つを選択する切替手段と、温度により抵抗値が変化する温度センサと前記切替手段で選択
された前記温度検出用抵抗とにより前記電源手段の出力電圧を分圧して周囲温度に応じた
電圧を得る温度検出手段と、前記電源手段の電源出力を変化させると共に前記切替手段で
前記複数の温度検出用抵抗に対する切り替えを行うことにより、充電時は前記温度検出手
段の温度検出範囲を第１の温度範囲に設定し、非充電時は前記温度検出手段の温度検出範
囲を前記第１の温度範囲と異なる第２の温度範囲に設定し、前記温度検出手段の検出値に
応じて前記電子機器本体を制御する制御手段と、を備える。
【００１９】
（２）　上記（１）に記載の温度検出装置において、前記第２の温度範囲は、前記第１の
温度範囲を超える値である。
【００２０】
（３）　上記（１）又は（２）記載の温度検出装置であって、前記温度検出手段で得られ
た電圧と所定の基準値とを比較し、前記温度検出手段で得られた電圧が前記基準値を超え
る場合に所定の出力状態となる比較手段を、備え、前記制御手段は、前記比較手段の出力
が前記所定の出力状態となった場合に前記電子機器本体を制御する。
【００２１】
（４）　上記（３）に記載の温度検出装置において、前記制御手段は、前記比較手段の出
力が前記所定の出力状態となった場合にリセット信号を前記電子機器本体に与える。
【００２２】
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（５）　上記（１）又は（２）記載の温度検出装置であって、前記温度検出手段で得られ
た電圧と所定の基準値とを比較し、前記温度検出手段で得られた電圧が前記基準値を超え
る場合に所定の出力状態となる比較手段と、前記比較手段が所定の出力状態を継続する時
間をカウントし、その継続時間が所定の時間を超えると出力状態が変化するカウント手段
と、を備え、前記制御手段は、前記カウント手段の出力が変化した場合に前記電子機器本
体を制御する。
【００２３】
（６）　上記（５）に記載の温度検出装置において、前記制御手段は、前記カウント手段
の出力が変化した場合にリセット信号を前記電子機器本体に与える。
【００２４】
（７）　携帯電話において、上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の温度検出装置を備
える。
【発明の効果】
【００２９】
　上記（１）及び（２）に記載の温度検出装置では、電源出力の可変な電源手段を備える
と共に、温度センサ（例えば、サーミスタ）と直列に接続される温度検出用抵抗として抵
抗値の異なる複数の抵抗及びそれらの抵抗のうち１つを選択する切替手段とを備え、制御
手段が電源手段の電源出力を変化させると共に、切替手段を制御して複数の温度検出用抵
抗から任意の抵抗値のものを選択するので、充電時の温度検出に必要とされる第１の温度
範囲と非充電時の異常温度検出に必要とされる第２の温度範囲それぞれに適した温度検出
用抵抗と温度センサの分圧値を出力することが可能となり、充電時の温度検出時も非充電
時の異常温度検出時も精度良く温度検出が可能となる。
【００３０】
　上記（３）及び（４）に記載の温度検出装置では、温度検出用抵抗と温度センサとによ
り決定される温度に応じた分圧値と所定の基準値とを比較する比較手段を備え、該比較手
段による比較結果を制御手段に与えるので、比較手段の出力を制御手段（マイクロコンピ
ュータ）のリセット信号として利用することで、予め設定された値以上、もしくは以下の
温度を検出すると、制御手段が暴走した時にも制御手段及び制御手段により制御される機
器本体を制御することが可能となる。すなわち、制御手段が暴走しても制御不能に陥るの
を防止することができる。
【００３１】
　上記（５）及び（６）に記載の温度検出装置では、温度検出用抵抗と温度センサとによ
り決定される温度に応じた分圧値と予め設定された値とを比較する比較手段を備えると共
に、該比較手段が所定の出力状態を継続する時間をカウントし、その継続時間が所定の時
間を超えると出力状態が変化するカウント手段とを備え、該カウント手段の出力状態の変
化を制御手段に与えるので、カウント手段の出力を制御手段（マイクロコンピュータ）の
リセット信号として利用することで、予め設定された値以上、もしくは以下の温度を検出
し、それが予め設定された時間以上継続すると、制御手段が暴走した時にも制御手段及び
制御手段により制御される機器本体を制御することが可能となる。すなわち、制御手段が
暴走しても制御不能に陥るのを防止することができる。
【００３２】
　上記（７）に記載の携帯電話では、上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の温度検出
装置を備えることから、安全性及び信頼性の高い携帯電話を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明を実施するための好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明
する。
【００３４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
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。なお、この図において前述した図８と共通する部分には同一の符号を付けてその説明を
省略する。本実施の形態の温度検出装置２０は、携帯電話に適用したものであり、電源部
２１と、温度検出用抵抗３と、温度センサの一種であるサーミスタ４と、Ａ／Ｄ変換部６
と、マイクロコンピュータ（以下、マイコンと呼ぶ）２２とを備えて構成されており、出
力電圧の可変な電源部２１の出力電圧を変化させて、温度検出用抵抗３とサーミスタ４と
により決定される温度に応じた分圧値を変化させるようにした点が図８の従来の温度検出
装置と異なっている。
【００３５】
　電源部２１から温度検出用抵抗３とサーミスタ４に電圧の給電が行われて、サーミスタ
４と温度検出用抵抗３とによる分圧値がＡ／Ｄ変換部６にてディジタル値に変換されて、
マイコン２２に与えられる。マイコン２２は、温度検出用抵抗３とサーミスタ４とによる
分圧値に応じて携帯電話本体１０を制御する。サーミスタ４と温度検出用抵抗３とによる
分圧値はサーミスタ４の周囲温度と電源部２１の出力電圧により決まるので、電源部２１
の出力電圧値を変化させることで、検出温度のダイナミックレンジを変えることができる
。これにより、充電時の電池保護を目的とした温度検出と非充電時のショート等による異
常温度検出を行う場合、充電時の温度検出では検出温度を低く設定し、非充電時の異常温
度検出では検出温度を高くするなど、検出する温度範囲に応じた調整が可能となる。
【００３６】
　マイコン２２は、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出
に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように電源部２１の出力電圧を制
御する。充電時の温度検出の温度範囲は、例えば電池の保護のために約０～５０℃程度と
し、異常時はその温度範囲を超える値とする。マイコン２２には、この制御を行うプログ
ラムが内蔵するメモリ（又は外部メモリ）に格納されている。
【００３７】
　このように、本実施の形態の温度検出装置２０によれば、出力電圧値の変更可能な電源
部２１を備え、マイコン２２が、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の
異常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように電源部２１の
出力電圧値を変化させるので、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異
常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値を温度検出用抵抗３及びサー
ミスタ４に給電することが可能となり、充電時の温度検出時も非充電時の異常温度検出時
も精度良く温度検出が可能となる。
【００３８】
　また、本実施の形態の温度検出装置２０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００３９】
　（実施の形態２）
　図２は、本発明の実施の形態２に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
。なお、この図において前述した図８と共通する部分には同一の符号を付けてその説明を
省略する。本実施の形態の温度検出装置３０は、携帯電話に適用したものであり、電源部
３１と、抵抗値の可変な温度検出用抵抗３２と、サーミスタ４と、Ａ／Ｄ変換部６と、マ
イコン３３とを備えて構成されており、温度検出用抵抗３２の抵抗値を変化させて、温度
検出用抵抗３２とサーミスタ４とにより決定される温度に応じた分圧値を変化させるよう
にした点が、図８の従来の温度検出装置と異なっている。
【００４０】
　電源部３１から温度検出用抵抗３２とサーミスタ４に電圧の給電が行われて、温度検出
用抵抗３２とサーミスタ４とによる分圧値がＡ／Ｄ変換部６にてディジタル値に変換され
て、マイコン３３に与えられる。なお、電源部３１は予め設定された値の電圧を出力し、
従来の電源部２のようにマイコン５によりオン／オフ制御可能な機能は必ずしも必要とし
ない。マイコン３３は、温度検出用抵抗３２とサーミスタ４とによる分圧値に応じて携帯
電話本体１０を制御する。サーミスタ４と温度検出用抵抗３２とによる分圧値がサーミス
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タ４の周囲温度と電源部３１の出力電圧により決まるので、温度検出用抵抗３２の抵抗値
を変化させることで、検出温度のダイナミックレンジを変えることができる。これにより
、充電時の電池保護を目的とした温度検出と非充電時のショート等による異常温度検出を
行う場合、充電時の温度検出では検出温度を低く設定し、非充電時の異常温度検出では検
出温度を高くするなど、検出する温度範囲に応じた調整が可能となる。
【００４１】
　マイコン３３は、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出
に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように、温度検出用抵抗３２の抵
抗値を制御する。充電時の温度検出の温度範囲は、例えば電池の保護のために約０～５０
℃程度とし、異常時はその温度範囲を超える値とする。マイコン３３には、この制御を行
うプログラムが内蔵するメモリ（又は外部メモリ）に格納されている。
【００４２】
　このように、本実施の形態の温度検出装置３０によれば、抵抗値の可変な温度検出用抵
抗３２を備え、マイコン３３が、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の
異常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように温度検出用抵
抗３２の抵抗値を変化させるので、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時
の異常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値を温度検出用抵抗３２及
びサーミスタ４に給電することが可能となり、充電時の温度検出時も非充電時の異常温度
検出時も精度良く温度検出が可能となる。
【００４３】
　また、本実施の形態の温度検出装置３０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００４４】
　（実施の形態３）
　図３は、本発明の実施の形態３に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
。なお、この図において前述した図１、図２及び図８と共通する部分には同一の符号を付
けてその説明を省略する。本実施の形態の温度検出装置４０は、携帯電話に適用したもの
であり、出力電圧値の可変な電源部２１と、抵抗値の可変な温度検出用抵抗３２と、サー
ミスタ４と、Ａ／Ｄ変換部６と、マイコン４１とを備えて構成されており、出力電圧値の
可変な電源部２１の出力電圧と温度検出用抵抗３２の抵抗値をそれぞれ変化させて、温度
検出用抵抗３２とサーミスタ４とにより決定される温度に応じた分圧値を変化させるよう
にした点が図８の従来の温度検出装置と異なっている。
【００４５】
　電源部２１から温度検出用抵抗３２とサーミスタ４に電圧の給電が行われて、温度検出
用抵抗３２とサーミスタ４とによる分圧値がＡ／Ｄ変換部６にてディジタル値に変換され
て、マイコン４１に与えられる。マイコン４１は、温度検出用抵抗３２とサーミスタ４と
による分圧値に応じて携帯電話本体１０を制御する。サーミスタ４と温度検出用抵抗３２
とによる分圧値がサーミスタ４の周囲温度と電源部２１の出力電圧により決まるので、電
源部２１の出力電圧値と温度検出用抵抗３２の抵抗値をそれぞれ変化させることで検出温
度のダイナミックレンジを変えることができる。これにより、充電時の電池保護を目的と
した温度検出と非充電時のショート等による異常温度検出を行う場合、充電時の温度検出
では検出温度を低く設定し、非充電時の異常温度検出では検出温度を高くするなど、検出
する温度範囲に応じた調整が可能となる。
【００４６】
　マイコン４１は、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出
に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように電源部２１の出力電圧値を
変化させると共に、温度検出用抵抗３２の抵抗値を変化させる。充電時の温度検出の温度
範囲は、例えば電池の保護のために約０～５０℃程度とし、異常時はその温度範囲を超え
る値とする。マイコン４１には、この制御を行うプログラムが内蔵するメモリ（又は外部
メモリ）に格納されている。
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【００４７】
　このように、本実施の形態の温度検出装置４０によれば、出力電圧値の変更可能な電源
部２１と抵抗値の可変な温度検出用抵抗３２とを備え、マイコン４１が、充電時の温度検
出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに
適した電圧値になるように電源部２１の出力電圧値及び温度検出用抵抗３２の抵抗値をそ
れぞれ変化させるので、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度
検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値を温度検出用抵抗３２及びサーミス
タ４に給電することが可能となり、充電時の温度検出時も非充電時の異常温度検出時も精
度良く温度検出が可能となる。
【００４８】
　また、本実施の形態の温度検出装置４０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００４９】
　（実施の形態４）
　図４は、本発明の実施の形態４に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
。なお、この図において前述した図２及び図８と共通する部分には同一の符号を付けてそ
の説明を省略する。本実施の形態の温度検出装置５０は、携帯電話に適用したものであり
、電源部３１と、切替回路５１と、それぞれ抵抗値の異なる複数の温度検出用抵抗５２－
１、５２－２、…、５２－ｎから構成される温度検出用抵抗器５２と、サーミスタ４と、
Ａ／Ｄ変換部６と、マイコン５３とを備えて構成されており、温度検出用抵抗器５２の複
数の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎのうち１つを選択して、その温度
検出用抵抗５２－ｘ（ｘ＝１、２、…、ｎ）とサーミスタ４とにより決定される温度に応
じた分圧値を変化させるようにした点が図８の従来の温度検出装置と異なっている。
【００５０】
　電源部３１から切替回路５１にて選択された温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４に
電圧の給電が行われて、温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４とによる分圧値がＡ／Ｄ
変換部６にてディジタル値に変換されて、マイコン５３に与えられる。マイコン５３は、
選択された温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４とによる分圧値に応じて携帯電話本体
１０を制御する。選択された温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４とによる分圧値がサ
ーミスタ４の周囲温度と電源部３１の出力電圧値により決まるので、温度検出用抵抗器５
２の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎを択一的に切り替えることで検出
温度のダイナミックレンジを変えることができる。これにより、充電時の電池保護を目的
とした温度検出と非充電時のショート等による異常温度検出を行う場合、充電時の温度検
出では検出温度を低く設定し、非充電時の異常温度検出では検出温度を高くするなど、検
出する温度範囲に応じた調整が可能となる。
【００５１】
　マイコン５３は、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出
に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように、温度検出用抵抗器５２の
温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎを択一的に切り替える。充電時の温度
検出の温度範囲は、例えば電池の保護のために約０～５０℃程度とし、異常時はその温度
範囲を超える値とする。特に、本実施の形態では温度検出用抵抗を複数有するので、複数
の異なる温度範囲を自在に設定することができる。マイコン５３には、この制御を行うプ
ログラムが内蔵するメモリ（又は外部メモリ）に格納されている。
【００５２】
　このように、本実施の形態の温度検出装置５０によれば、それぞれ抵抗値の異なる複数
の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎから構成される温度検出用抵抗器５
２を備え、マイコン５３が、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常
温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように、温度検出用抵抗
器５２の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎを択一的に切り替えるので、
充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出に必要とされる温度
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範囲それぞれに適した電圧値を温度検出用抵抗５２－ｘ及びサーミスタ４に給電すること
が可能となり、充電時の温度検出時も非充電時の異常温度検出時も精度良く温度検出が可
能となる。
【００５３】
　また、本実施の形態の温度検出装置５０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００５４】
　（実施の形態５）
　図５は、本発明の実施の形態５に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
。なお、この図において前述した図１、図４及び図８と共通する部分には同一の符号を付
けてその説明を省略する。本実施の形態の温度検出装置６０は、携帯電話に適用したもの
であり、電源部２１と、切替回路５１と、それぞれ抵抗値の異なる複数の温度検出用抵抗
５２－１、５２－２、…、５２－ｎから構成される温度検出用抵抗器５２と、サーミスタ
４と、Ａ／Ｄ変換部６と、マイコン６１とを備えて構成されており、出力電圧値の可変な
電源部２１の出力電圧値を変化させると共に、温度検出用抵抗器５２の複数の温度検出用
抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎのうち１つを選択して、選択した温度検出用抵抗
５２－ｘ（ｘ＝１、２、…、ｎ）とサーミスタ４とにより決定される温度に応じた分圧値
を変化させるようにした点が図８の従来の温度検出装置と異なっている。
【００５５】
　電源部２１から切替回路５１にて選択された温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４に
電圧の給電が行われて、温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４とによる分圧値がＡ／Ｄ
変換部６にてディジタル値に変換されて、マイコン６１に与えられる。マイコン６１は、
切替回路５１を制御して選択した温度検出用抵抗５２－ｘとサーミスタ４とによる分圧値
に応じて携帯電話本体１０を制御する。切替回路５１にて選択された温度検出用抵抗５２
－ｘとサーミスタ４とによる分圧値がサーミスタ４の周囲温度と電源部２１の出力電圧値
により決まるので、温度検出用抵抗器５２の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５
２－ｎを択一的に切り替えることで検出温度のダイナミックレンジを変えることができる
。これにより、充電時の電池保護を目的とした温度検出と非充電時のショート等による異
常温度検出を行う場合、充電時の温度検出では検出温度を低く設定し、非充電時の異常温
度検出では検出温度を高くするなど、検出する温度範囲に応じた調整が可能となる。
【００５６】
　マイコン６１は、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出
に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値になるように電源部２１の出力電圧値を
制御すると共に、切替回路５１を制御して温度検出用抵抗器５２の温度検出用抵抗５２－
１、５２－２、…、５２－ｎを択一的に切り替える。充電時の温度検出の温度範囲は、例
えば電池の保護のために約０～５０℃程度とし、異常時はその温度範囲を超える値とする
。特に、本実施の形態では温度検出用抵抗を複数有すると共に、電源部２１の出力電圧値
を変化させることができるので、上述した実施の形態４の温度検出装置５０よりもさらに
多くの種類の温度範囲を設定することができる。マイコン６１にはこの制御を行うプログ
ラムが内蔵するメモリ（又は外部メモリ）に格納されている。
【００５７】
　このように、本実施の形態の温度検出装置６０によれば、出力電圧値の変更可能な電源
部２１と、それぞれ抵抗値の異なる複数の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２
－ｎから構成される温度検出用抵抗器５２とを備え、マイコン６１が、充電時の温度検出
に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検出に必要とされる温度範囲それぞれに適
した電圧値になるように電源部２１の出力電圧値を変化させると共に、切替回路５１を制
御して温度検出用抵抗器５２の温度検出用抵抗５２－１、５２－２、…、５２－ｎを択一
的に切り替えるので、充電時の温度検出に必要とされる温度範囲と非充電時の異常温度検
出に必要とされる温度範囲それぞれに適した電圧値を温度検出用抵抗５２－ｘ及びサーミ
スタ４に給電することが可能となり、充電時の温度検出時も非充電時の異常温度検出時も
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精度良く温度検出が可能となる。
【００５８】
　また、本実施の形態の温度検出装置６０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００５９】
　（実施の形態６）
　図６は、本発明の実施の形態６に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図である
。なお、この図において前述した図２及び図８と共通する部分には同一の符号を付けてそ
の説明を省略する。本実施の形態の温度検出装置７０は、携帯電話に適用したものであり
、電源部３１と、温度検出用抵抗３と、サーミスタ４と、コンパレータ７１と、マイコン
７２とを備えて構成されており、温度検出用抵抗３とサーミスタ４とにより決定される温
度に応じた分圧値と所定値（基準値）とを比較するようにした点が図８の従来の温度検出
装置と異なっている。
【００６０】
　電源部３１から温度検出用抵抗３とサーミスタ４に電圧の給電が行われて、温度検出用
抵抗３とサーミスタ４とによる分圧値がコンパレータ７１に入力されて所定値（基準電圧
）と比較され、その結果がマイコン７２に与えられる。本実施の形態の温度検出装置７０
では、コンパレータ７１の出力をマイコン７２のリセット信号として利用し、電源部３１
から予め設定した値以上、もしくは以下の温度を検出した場合にコンパレータ７１からリ
セット信号を出力するようにしている。これにより、マイコン７２の暴走時にもマイコン
７２及びマイコン７２により制御される携帯電話本体１０を制御することが可能となる。
【００６１】
　このように、本実施の形態の温度検出装置７０によれば、電源部３１の出力電圧を温度
検出用抵抗３とサーミスタ４とにより決定される温度に応じた分圧値と予め設定された基
準値とを比較するコンパレータ７１を備え、コンパレータ７１による比較結果をマイコン
７２に与えるので、コンパレータ７１の出力をマイコン７２のリセット信号等として利用
することで、予め設定された基準値以上、もしくは以下の温度を検出すると、マイコン７
２が暴走した時にもマイコン７２及びマイコン７２により制御される携帯電話本体１０を
制御することが可能となる。すなわち、マイコン７２が暴走しても制御不能に陥るのを防
止することができる。
【００６２】
　また、本実施の形態の温度検出装置７０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００６３】
　なお、本実施の形態では、コンパレータ７１における基準値を一定の値としたが、任意
の値に調整できるようにしても良い。これにより、充電時の電池保護を目的とした設定と
、非充電時のショート等による異常温度検出を目的とした設定が可能となる。
【００６４】
　（実施の形態７）
　図７は、本発明の実施の形態７に係る温度検出装置８０の概略構成を示すブロック図で
ある。なお、この図において前述した図２、図６及び図８と共通する部分には同一の符号
を付けてその説明を省略する。本実施の形態の温度検出装置８０は、携帯電話に適用した
ものであり、電源部３１と、温度検出用抵抗３と、サーミスタ４と、コンパレータ７１と
、カウンタ８１と、マイコン８２とを備えて構成されており、温度検出用抵抗３とサーミ
スタ４とにより決定される温度に応じた分圧値と所定値（基準値）とを比較するようにし
た点が図８の従来の温度検出装置と異なっている。
【００６５】
　電源部３１から温度検出用抵抗３とサーミスタ４に電圧の給電が行われて、温度検出用
抵抗３とサーミスタ４とによる分圧値がコンパレータ７１に入力されて所定値（基準電圧
）と比較され、その結果がカウンタ８１にて計数され、その計数値がマイコン８２に与え
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られる。カウンタ８１は、入力がある状態を所定時間継続した場合にその出力が変化する
ものである。すなわち、本実施の形態では、温度検出用抵抗３とサーミスタ４とによる分
圧値が基準値を超えてコンパレータ７１の出力が「Ｈ」となった状態が例えば１秒間継続
すると、カウンタ８１の出力が「Ｈ」となる。この「Ｈ」出力をマイコン８２のリセット
信号として利用することで、予め設定された基準値以上の電流が予め設定された時間以上
流れると、マイコン８２が暴走した時にもマイコン８２及びマイコン８２により制御され
る携帯電話本体１０を制御することが可能となる。
【００６６】
　このように、本実施の形態の温度検出装置８０によれば、電源部３１の出力電圧を温度
検出用抵抗３とサーミスタ４とにより決定される温度に応じた分圧値と予め設定された基
準値とを比較するコンパレータ７１を備えると共に、コンパレータ７１の出力が所定時間
を超えて継続して「Ｈ」となった場合に出力が「Ｈ」となるカウンタ８１を備えるので、
カウンタ８１の出力をマイコン８２のリセット信号等として利用することで、予め設定さ
れた基準値以上の電流が予め設定された時間以上流れると、マイコン８２が暴走した時に
もマイコン８２及びマイコン８２により制御される携帯電話本体１０を制御することが可
能となる。すなわち、マイコン８２が暴走しても制御不能に陥るのを防止することができ
る。
【００６７】
　また、本実施の形態の温度検出装置８０を携帯電話に適用することで、安全性及び信頼
性の向上が図れる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、コンパレータ７１における基準値を一定の値とし、またカウ
ンタ８１に「Ｈ」の信号が入力されてからカウンタ出力が変化するまでの時間を一定の値
としたが、それぞれ任意の値に調整できるようにしても良い。これにより、充電時の電池
保護を目的とした設定と、非充電時のショート等による異常温度検出を目的とした設定が
可能となる。
【００６９】
　また、実施の形態１から実施の形態７の温度検出装置１０～８０は、それぞれ単独構成
であったが、組み合わせによる構成を採っても構わない。また、一定の電圧を出力する電
源部３１と出力電圧を可変できる電源部２１は、マイコン２２、３３、４１、５３、６１
、７２、８２によりオン／オフ制御することも可能であり、温度検出時以外の消費電流を
削減することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、充電時の温度検出と非充電時の異常温度検出を共に高精度で行うことができ
、またマイコン等の制御手段が暴走しても制御不能に陥るのを防止することができるとい
った効果を有し、携帯電話などの電子機器への適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態２に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態３に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態４に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態５に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態６に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態７に係る温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【図８】従来の温度検出装置の概略構成を示すブロック図
【符号の説明】
【００７２】
　　３　温度検出用抵抗
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　　４　サーミスタ
　　６　Ａ／Ｄ変換部
　　１０　携帯電話本体
　　２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０　温度検出装置
　　２１、３１　電源部
　　２２、３３、４１、５３、６１、７２、８２　マイクロコンピュータ
　　３２、５２－１、５２－２、…、５２－ｎ　温度検出用抵抗
　　５１　切替回路
　　５２　温度検出用抵抗器
　　７１　コンパレータ
　　８１　カウンタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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